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「電気柵管理のチェックポイント」 利用にあたって 

 

福島県農業総合センター企画経営部 

 

・現在、鳥獣害対策は『環境整備』、『個体数調整』、『被害防除』の３つの柱を基本として

現地で実施されている。中でも、『被害防除』の主要な手段の１つとなっているのが電気

柵の設置であり、国の鳥獣被害防止総合対策事業では集団で電気柵などの防護柵を自力施

行する場合資材費購入費を定額補助（ほぼ満額助成）する内容となっている。本年度は多

くの市町村で本事業を活用して電気柵の設置を進めており、このほかにも中山間直払事業、

農地・水保全事業、市町村単事業などを活用した電気柵の設置・管理が進められている。 

 

・電気柵は『心理柵』であり、動物が柵線に触れて「痛い！」と感じる学習効果により侵

入を防止する柵であることから、獣種に合わせた正しい設置とメンテナンスを行わなけれ

ば、電気柵の効果が発揮されない。これまで設置された電気柵の設置状況、被害地域の現

地巡回から柵の設置方法が適正でない事例が認められたことから、獣害対策に携わる関係

者への情報提供により電気柵の防除効果を一層発揮させるため、別紙のチェックポイント

を作成し、現地において設置ミスの防止やメンテナンスに活用していただくこととした。 

 

 

 ○現地における失敗事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 失敗事例（１） 

     ワイヤーの位置が高すぎる（イノシシ対策なら地面から 20cm、40cm） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 失敗事例（２） 

支柱につけられた碍子がすべて逆向き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               写真３ 失敗事例（３） 

        水抜きの堀に対策を加えなかった（ワイヤーを垂らすなど） 

 

 

・チェックリストの裏面にイラストを用い、どんな点をチェックすればいいのかを初めて

の方でも理解しやすい資料としている。 

 

 

 



 



 


